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０い 

パターン カウント方法 
 例）臨時的に、1日の所定労働時間が 

  20時～翌 5時（うち休憩 1時間）の場合は？ 

割増賃金の計算 
 始業時刻の属する日を起算に 

 1労働日としてカウント 

 翌 5時以降引き続き勤務する場合は残業扱い 

 ＝時間外の割増必要 ※別途深夜割増も必要 

年次有給休暇の 

取得・付与 
 原則、暦日 0～24時を 1日カウント

★1
 

 その日休暇を取得した場合は 2日消化。 

 付与時の出勤率などの算出にあたっては 

 2日勤務したこととする。 

離職票 

｢賃金支払 

基礎日数｣ 

 1回の勤務が、2日にわたる業務でかつ、 

 労働時間が 8時間を超える場合は 

 2日カウント 

 残業が無い場合（8時間を超えない）は 1日、 

残業があった場合 2日としてカウントする。 

算定・月変 

｢支払基礎日数｣ 

 月給者：原則、各月の暦日数 

 日給者：給与支払の基礎となる出勤回数 

    ※変形労働の場合は時給者と同様 

 時給者：月の総労働時間を 1日の所定労働 

     時間で割って得た日数 

 

★1：常夜勤・交代制は、１勤務日を 1日で扱うイレギュラー有り 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-4277 

１勤務が２暦日にわたる場合の日数について 

第 2・第 4 火曜日発刊 

平成 29年 9月 18日付 労働新聞より 

〒101-0044 

東京都千代田区鍛冶町 1 丁目 6 番 15 号 

井門神田駅前ビル 22 号室 

電話：03-3526-4277 FAX：03-3526-4276 

担当：大庫（おおくら） 

担当：鄭 

夜勤シフトで働く場合や残業により「0 時」を超えてしまった方がいた場合、給与計算や社会

保険手続きを行う上でどうしたらよいかわからない場合があるかと思います。 

今回のあおぞらレターでは、1 勤務が 2 暦日にわたる場合の日数やその考え方についてご案内

いたします。 


